
  
 

一

 
 
 

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
刑
事
訴
訟
法
第
二
編
中
第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
百

五
十
条
の
二
第
一
項
中
「
情
状
」
の
下
に
「
、
当
該
関
係
す
る
犯
罪
の
関
連
性
の
程
度
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
刑
事
訴
訟
法
第
二
編
中
第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
百

五
十
条
の
四
た
だ
し
書
中
「
被
疑
者
若
し
く
は
被
告
人
又
は
」
及
び
「
の
い
ず
れ
か
一
方
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
う
ち
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
改
め
」
の
下
に
「
、
「
の
数
」

の
下
に
「
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
傍
受
の
実
施
を
し
た
と
き

は
そ
の
旨
」
を
加
え
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
う
ち
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
三

十
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十

条
と
す
る
。 



 

  
 

二

 
 

七 

次
条
の
規
定
に
よ
る
傍
受
記
録
の
聴
取
等
（
聴
取
若
し
く
は
閲
覧
又
は
複
製
の
作
成
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
等
の
許
可
の
請
求
並
び
に
第
三
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨 

 

附
則
第
一
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

一 

附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定 

公
布
の
日 

 

附
則
第
二
条
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
附
則
第
一
条
第
二
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
三
号
」
に
、
「
第
二
号
施
行
日
」
を
「
第
三
号
施
行

日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
第
二
号
施
行
日
」
を
「
第
三
号
施
行
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
附
則
第
一
条
第
二
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
三
号
」
に
、
「
第
二
号
施
行
日
」
を
「
第
三
号
施
行

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
附
則
第
一
条
第
二
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
条
中
「
第
二
号
施
行
日
」
を
「
第
三
号
施
行
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
附
則
第
一
条
第
三
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
四
号
」
に
、
「
第
三
号
施
行
日
」
を
「
第
四
号
施
行



  
 

三

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
一
条
第
三
号
」
を
「
附
則
第
一
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
号
施
行
日
」
を
「
第
四
号
施
行
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
九
条
中
「
、
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
等
に
伴
っ
て
捜
査
上
の
支
障
そ
の
他
の
弊
害
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
」

を
削
り
、
「
勘
案
し
」
の
下
に
「
、
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
等
に
伴
っ
て
捜
査
上
の
支
障
そ
の
他
の
弊
害
が
生
じ
る
場
合
が
あ

る
こ
と
等
に
留
意
し
つ
つ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
、
必
要
に
応
じ
、
速
や
か
に
、
再
審
請
求
審
に
お
け
る
証
拠
の
開
示
、
起
訴
状
等
に
お
け

る
被
害
者
の
氏
名
の
秘
匿
に
係
る
措
置
、
証
人
等
の
刑
事
手
続
外
に
お
け
る
保
護
に
係
る
措
置
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
五
条
中
「
第
二
号
施
行
日
」
を
「
第
三
号
施
行
日
」
に
改
め
る
。 

 


